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【手続補正書】
【提出日】平成21年4月10日(2009.4.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性成分として、２０－８５重量％のω－３－ポリ不飽和脂肪酸エステル（ここで、該
ω－３－ポリ不飽和脂肪酸エステルは、２０－７０重量％の5,8,11,14,17－エイコサペン
タエン酸エステルおよび4,7,10,13,16,19－ドコサヘキサエン酸エステルを含有する海水
魚油濃縮物に由来する）、およびｌ－リジンまたはその塩を含み、１から１０重量％の亜
鉛塩、および０．０５から０．３０重量％のセレン含有酵母、しかし、投与単位あたり７
５μｇ以下のセレンまたはセレン化合物を含んでもよいことを特徴とする、抗ウイルス性
および免疫刺激性の医薬組成物。
【請求項２】
　含まれていてもよい亜鉛塩が、２から６重量％である、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　上記「０．０５から０．３０重量％のセレン含有酵母、しかし、投与単位あたり７５μ
ｇ以下のセレンまたはセレン化合物」が、「０．１から０．２重量％のセレン含有酵母、
しかし、投与単位あたり７５μｇ以下のセレンまたはセレン化合物」である、請求項１ま
たは請求項２に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　活性成分として、３０から７０重量％のω－３－ポリ不飽和脂肪酸エステルを含む魚油
濃縮物を含むことを特徴とする、請求項１－３のいずれかに記載の医薬組成物であって、
２０から７０重量％の5,8,11,14,17－エイコサペンタエン酸、および２０から７０重量％
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の4,7,10,13,16,19－ドコサヘキサエン酸が存在する、医薬組成物。
【請求項５】
　ω－３－ポリ不飽和脂肪酸エステルを含む魚油濃縮物の量が、４０から６０重量％であ
る、請求項４に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　ω－３－ポリ不飽和脂肪酸エステルを含む魚油濃縮物の量が、５５から６０重量％であ
る、請求項４または５に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　5,8,11,14,17－エイコサペンタエン酸の量が、２５から４５重量％である、請求項４－
６のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項８】
　5,8,11,14,17－エイコサペンタエン酸の量が、３０から４０重量％である、請求項４－
７のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項９】
　5,8,11,14,17－エイコサペンタエン酸の量が、３１から３５重量％である、請求項４－
８のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　4,7,10,13,16,19－ドコサヘキサエン酸の量が、２５から４５重量％である、請求項４
－９のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　4,7,10,13,16,19－ドコサヘキサエン酸の量が、３０から４０重量％である、請求項４
－１０のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　4,7,10,13,16,19－ドコサヘキサエン酸の量が、３１から３５重量％である、請求項４
－１１のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　１級、２級または３級アルコールでエステル化されたω－３－ポリ不飽和脂肪酸、およ
びｌ－リジン塩としてｌ－リジン塩酸塩、フマル酸塩、マレイン酸塩またはシュウ酸塩を
含むことを特徴とする、請求項１－１２のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　１級、２級または３級アルコールでエステル化されたω－３－ポリ不飽和脂肪酸が、ω
－３－ポリ不飽和脂肪酸エチルエステルまたはω－３－ポリ不飽和脂肪酸グリセロールエ
ステルである、請求項１３に記載の医薬組成物。
【請求項１５】
　ｌ－リジン塩が塩酸塩である、請求項１３または１４に記載の医薬組成物。
【請求項１６】
　含まれていてもよい亜鉛塩として亜鉛グルコネートまたは亜鉛ラクテートを含むことを
特徴とする、請求項１から１５のいずれかに記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　含まれていてもよいセレン化合物として、天然セレン化合物または天然酵母に組み込ま
れたセレン化合物を含むことを特徴とする、請求項１から１６のいずれかに記載の医薬組
成物。
【請求項１８】
　ウイルス感染の治療のための、請求項１－１７のいずれかに記載の医薬組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
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　ω－３－ポリ不飽和脂肪酸エステルを含む魚油濃縮物の量は、好ましくは、３０から７
０重量％、より好ましくは４０から６０重量％、最も好ましくは５５から６０重量％であ
り、ここで、特に、２０から７０重量％、好ましくは２５から４５重量％、より好ましく
は３０から４０重量％、最も好ましくは３１から３５重量％の5,8,11,14,17-エイコサペ
ンタエン酸および２０から７０重量％、好ましくは２５から４５重量％、より好ましくは
３０から４０重量％、最も好ましくは３１から３５重量％の4,7,10,13,16,19-ドコサヘキ
サエン酸が提供される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　本発明により特許請求される新規な医薬組成物の利益は、以下のように纏めることがで
きる：
－従来技術と対照的に、本発明は、長期の保管で安定な医薬組成物を製造し、期間中のω
－３－ポリ不飽和脂肪酸の酸化を有効に防止する利益を有する、
－本発明で特定される方法の適用は、他の、および／または新しい抗ウイルス剤を含む付
加的な組み合わせの、簡単で経済的な製造を供給する、
－ω－３－ポリ不飽和脂肪酸のエステル類、およびそれらを含む組成物の毒性は、親であ
るω－３－ポリ不飽和脂肪酸類またはそれらを含む組成物の毒性よりも低いことが示され
た、
－本発明により製造される組み合わせは、さらに、同時により有効なウイルス複製の阻害
を提供する、生物学的により万能で、より融通が利く抗ウイルス治療を可能にする、
－本発明に記載される方法は、ω－３－ポリ不飽和脂肪酸の塩基成分との塩の製造、そし
て記述した困難により被る費用に伴う技術的問題を排除する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
実施例２
カプセル形態の製造
　組成物が、３２．８重量％の5,8,11,14,17－エイコサペンタエン酸エチル（ＥＰＡエチ
ルエステル）および２２．２重量％の4,7,10,13,16,19－ドコサヘキサエン酸エチルエス
テル（ＤＨＡエチルエステル）からなるω－３－ポリ不飽和脂肪酸エチルエステル（３６
２ｇ）の混合物、および実施例１で特定される活性成分および添加剤を含むが、天然酵母
（１ｇ）に組み込まれたセレンが補足されているという相違はあるが、全ての点において
、実施例１で記載された方法に従う。
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